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(参考）

最
高
裁
判
所
長
官
に
差
支
あ
る
と
き
、
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
代
理
す
る
者
の
順
序
は
、
毎
年
十
二
月
裁
判
官

会
鐙
．
の
議
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

一
長
官
以
外
の
裁
判
官
の
席
次
は
、
先
任
順
に
従
う
こ
と
。
た
だ
し
、
同
時
に
任
命
せ
ら
れ
た
者
の
間
に
お
い
て
は
年
齢
順

に
従
う
こ
と
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
順
序
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
官
会
議
の
窪
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

裁
判
官
会
議
識
事
録
．
（
抄
）
（
昭
和
二
十
二
年
八
月
二
十
三
日
）

最
高
裁
判
所
長
官
の
代
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）
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